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教育福祉常任委員会調査報告書 
 

１ 調査事件  

「子育て支援体制のさらなる充実」について 

 

２ 調査目的  

核家族化や女性の就業率向上、地域社会との繋がりの希薄化など、子育ての環境

が大きく変化するなか、子育てを社会全体で支えていくことが求められている。国

においては、こども家庭庁が発足し、こどもまんなか社会の実現のため、各分野に

おいて取り組みを進めているところである。町においても、独自の子育て支援事業

を先駆的に実施し、子育て支援体制の充実に取り組んでいる。しかし、社会環境の

変化や養育者のニーズに応え切れていない現状が見受けられる事業がある。既存

の事業を、社会環境や養育者等のニーズにあった支援策へとアップデートしてい

く必要があると考えることから、委員会では、子育て支援事業の取り組み状況と課

題を明らかにし、各事業の再検討や、さらに質の高い支援策を検討する必要がある

と考え「子育て支援体制のさらなる充実」について調査研究することとした。 

 

３ 調査経過  

令和５年 １０月１７日 調査項目の協議 

        １１月１７日 教育部からの聞き取り調査 

        １１月２８日 保健福祉部からの聞き取り調査 

        １２月 ５日 調査項目の協議（会期中） 

   令和６年  ２月１９日 調査項目の協議 

         ３月 ６日 調査項目の協議（会期中） 

         ３月２１日 ファミリー・サポート・センター事業の運営状況

を視察 

         ４月１６日 調査項目の協議 

         ６月 ４日 調査項目の協議 

６月１１日 調査項目の協議（会期中） 

         ９月 ４日 調査項目の協議（会期中） 

        １１月１４日 委員会調査中間報告書の協議 

        １２月 ３日 委員会調査中間報告書の最終確認（会期中） 
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令和 7年  ２月１７日 子育て支援サークル「ゆるっとナチュラル育児 

 の会」座談会開催 

２月１９日 調査項目の協議 

３月 ５日 調査項目の協議（会期中） 

         ３月２１日 調査項目の協議 

         ６月１０日 調査項目の協議（会期中） 

         ７月８・９日 栃木県壬生町、埼玉県三芳町視察 

８月 ８日 調査項目の協議 

         ８月２２日 委員会調査最終報告書の協議 

 

４ 調査状況  

「町の現状」  

１ 各係の子育て支援事業の概要 

 

（１）子ども支援課 子ども企画係 

 

① 子ども・子育て支援事業 

「利府町子ども・子育て支援事業計画」に基づき、町のすべての子どもたちの健 

やかな育みと笑顔あふれる社会構築のため、計画の進行管理に努める。 

 

② 子育て支援事業  

子育て支援に関する情報を発信し、子育てに関する育児不安の解消を図る。また

併せてイベントを通して子どもたちの笑顔があふれる環境づくりを推進する。 

 

 ・子育て支援イベント事業 

 「こどものまち in りふ」企画運営業務委託  

令和５年９月 参加者数 ７５０人 

 

③ 病児・病後児保育事業  

保護者が安心して子育てと就労の両立ができる環境を整備し、もって児童の福

祉の向上を図る。 

（病後児保育：仙塩利府病院病児） 

（病後児保育：宮城県済生会乳児院、こん小児科クリニック） 

令和５年度実績 町外施設７回、町内施設１回  
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④ ベビーファースト推進事業  

子育て世代が子どもを産み育てやすい社会を、行政や企業を巻き込み社会全体

で実現するために「ベビーファースト活動宣言」を表明。イベント等を通して子ど

もたちの笑顔があふれる環境づくりを推進。 

・令和５年９月、令和６年１月に赤ちゃんハイハイレースのイベントを開催し、

赤ちゃんと保護者合計６６組が参加 

 

⑤ 児童クラブ事業   

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生を対象に、授業の終了後などに

適切な遊び及び生活の場を提供し、その健全な育成を図る。 

・児童クラブ５か所を業務委託。 

令和５年度 延べ入所児童数 

利府小児童クラブ１，５１０人 

利府二小児童クラブ１，２３６人 

利府三小児童クラブ１，６７５人 

しらかし台小児童クラブ１，１４８人 

青山小児童クラブ９４３人 

・児童クラブ土曜日等開所事業  

 

⑥ 児童館運営事業   

０歳から１８歳未満の全ての子どもを対象に健全な遊びを与えて、その健康を

増進し、または情操をゆたかにすることを目的とする施設である。指定管理による

運営。 

令和５年度実績 自由来館者数 実施事業利用者数 
児童クラブ   
延入所児童数 

西部児童館 ６，１６７人 ７９１人 ９６２人 

東部児童館 ４，１３２人 １，４０３人 ４４９人 

中央児童センター（R6.4 月開館） 
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⑦ 児童遊園事業  

児童の健康増進や、情緒を豊かにすることを目的とし、児童に安全かつ健全な遊

びを提供する屋外型施設の管理。 

 

（２）子ども支援課 子ども給付係 

 

① 児童手当助成   

家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な

育成及び資質の向上に資することを目的に、出生してから中学校卒業までの児童

を養育する者に対し手当を支給。 

令和５年度 延べ支給対象児童 ５０，９５６人  

支給額 ５５９，２４０,０００円 

 

※国の「こども未来戦略方針」の閣議決定に伴い、２０２４年１２月支給分から、

支給対象の高校卒業までの延長及び所得制限撤廃による全員支給への拡大が予定

されている。 

 

② 児童扶養手当助成  

母子・父子家庭の児童、両親のいない児童、父または母に一定の障がいのある児

童を養育している者に対し、手当を支給するもの。町村の支給者への手当支給につ

いては県で行うため、町は申請者からの申請を受け付け、関係書類を県へ進達す

る。 

  令和５年度対象者数２６０人 

 

③ 子ども医療費助成  

子どもの適正な医療機会の確保及び子育て家庭における経済的負担の軽減を図

ることを目的に、子どもが医療保険により三師会（県医師会・県歯科医師会・県薬

剤師会）及び県柔道整復師会に登録している病院などで診療を受けた場合、かかっ

た医療費の保険適用分のうち、義務教育就学前（０歳～６歳）は２割、小学生以上

（７歳～１８歳）は３割を自己負担分として支払う必要があるが、この自己負担分

を助成するもの。 

※令和３年度より医療機関等窓口での５００円負担（医療機関ごと月の初回の

み）をなくし、子ども医療費の完全無料化を実施。 

  令和５年度 助成対象者数 ６，５７０人 助成件数 ９９，２６２件 
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④ 母子・父子医療費助成  

母子・父子家庭における経済的負担を軽減し、福祉の増進を図るため、母子・父

子家庭の父母及び児童が受診した場合に係る医療費の一部※を助成するもの。 

※各種医療保険の対象となる医療費の自己負担分のうち、通院の場合で１件 

１，０００円、入院の場合で１件２，０００円を控除した額を助成。 

令和５年度 助成対象者数 ５９１人 助成件数 １，４４０件 

 

⑤ 未熟児養育医療費助成 

出生時の体重が２，０００グラム以下または身体の発育が未熟なまま出生（早産

や双子での出産等）したため、医師が入院養育を必要と認めた乳児が、指定医療機

関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する保険適用分医療費から自

己負担分を差し引いた金額を養育者へ助成するもの。※子ども医療費助成対象者

であれば、自己負担分については子ども医療費で助成することから、実質自己負担

はなし。 

 

（３）子ども支援課 保育係 

 

① 保育所運営事業  

子育て世代の転入や共働き世帯の増加などに伴う保育需要に対応するため、保

育施設の利用定員の受入拡大を図り、定員８５２人に対し、弾力運用により令和５

年１１月末現在９１３人の受け皿を確保し、児童８６７人を受け入れている。 

町内特定教育・保育施設 ２１施設 （保育所７ 幼稚園２ 認定こども園５ 

小規模保育事業５ 事業所内保育事業２） 

 

② 保育施設整備事業  

安心して子どもを育てられる環境の整備を図るため、幼稚園の認定こども園へ

の移行支援及び新規保育施設の整備等を図る。 

令和６年４月 利府聖光こども園・ウェルネス認定こども園利府開園 

 

 

③ 幼児教育無償化事業 

国の制度により、子育てや教育に係る保護者の経済的負担の軽減を図り、質の高

い幼児教育の機会を保障するため、３歳以上の児童の保育料等の免除又は助成。 
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令和５年度 延べ人数  

   新制度未移行幼稚園に係る保育料無償化 １，５９３人 

   幼稚園の預かり保育事業        １，５８８人 

一時預かり事業に係る保育料無償化       ３人 

 

④ 特定教育･保育施設等第 3 子以降給食費助成事業 

子育て家庭の経済的負担の軽減を図るため、第３子以降の児童の給食費につい

て就学前３年間の助成を行う。 

令和５年度 １４７人 ７，７１０，８４１円 

 

⑤ 延長保育事業  

保護者の保育ニーズに対応するため延長保育を実施する私立保育施設に対し、

延長保育事業に係る費用として補助金の交付を行う。 

 

⑥ 一時預かり事業  

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった児童の保育を実施する

私立保育施設に対し、一時預かり事業に係る費用として補助金の交付を行う。 

 

⑦ 障害児保育円滑化事業 

障害を有する児童の受け入れを実施する私立保育施設に対し、当該障害児受け

入れに必要な費用として補助金の交付を行う。 

 

⑧ 産休明け保育事業 

生後５７日から６か月未満の乳児を受け入れる私立保育施設に対し、乳児の受

け入れに必要な費用として補助金の交付を行う。 

 

⑨ 認可外保育施設補助事業 

認可外保育施設を利用する未就学児童の福祉の向上を図るため、町内２施設に

対し補助金を交付し、運営の支援を行う。 
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（４）子ども家庭センター 子ども家庭係 

 

① 子ども家庭総合支援拠点事業 

妊産婦並び子ども及びその家族に対し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、

指導、関係機関との連絡調整その他必要な支援に係る業務を行う。 

令和５年度 相談・通告件数 

   児童虐待 ６７件 育児不安 １件 その他 １７件 

 

ア 利府町要保護児童対策地域協議会 

要保護児童対策地域協議会活動を通じ、児童福祉、保健医療、教育、警察、

地域等の関係機関が連携を図り、地域全体で子どもを守る体制を構築し、児童

虐待の発生予防と早期発見、早期対応に取り組む。 

  

イ 児童虐待防止啓発事業 

地域の児童虐待防止に向けた意識を高めるために、啓発用ポスター、リーフ

レットの配布及び児童虐待防止推進講演会などを行う。 

   令和５年１１月 講演会の開催「子ども虐待対応の基本」 参加者 ７１名 

 

②利用者支援事業（基本型） 

妊婦や子ども及びその保護者等が、教育・保育施設や地域の子育て支援事業を円

滑に利用できるよう支援し、当事者目線の寄り添い型支援を行う。 

 

③ＤＶ防止関係事業 

ＤＶに関する相談及び、配偶者等からの暴力の防止のための啓発を行う。 

 

④母子保健事業 

ア 妊婦健康診査  

妊婦の健康診査を医療機関に委託して行い、妊娠時の異常や疾病の早期発見、

早期治療等を促進するとともに、妊婦の健康管理の向上を図る。  

 

イ 妊婦健康診査１４回分の助成券を交付 

令和５年度 ２，４７０人（延人数） 
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ウ 産婦健康診査 

産婦の健康診査を医療機関に委託して行い、産後の心身における異常の早

期発見、早期治療、産婦の健康管理の向上を図る。 

令和５年度実施状況  産後２週間 １６４人 産後１か月 ２０５人 

 

エ 乳児一般健康診査 

乳児の健康診査を医療機関に委託して行い、乳児の疾病の早期発見、早期治  

療等を促進するとともに、乳児の健康管理の向上を図る。 

対象 生後２か月児、８～９か月児 

令和５年度 受診者 ２か月児 ２０８人 ８～９か月児 ２０７人 

   

オ 新生児聴覚検査助成事業 

子どもの成長発達における聞こえの機能の早期確認及び適切な措置を目的

として行う新生児の聴覚検査に要する費用の全部または一部を助成する。 

   令和５年度実施状況 １９４人 

 

カ 産後ケア事業  

助産師等により、産婦の母体の身体的回復や心理的な安定を促進するための

支援を行い、母親自身がセルフケア能力を育むとともに、母子の愛着形成を促

し、母子とその家族が健やかな育児ができるよう支援する。 

   令和５年度実施状況 申請人数 ６５人  

居宅訪問型 １５件 デイサービス型 １３５件 

 

キ 特定不妊治療費助成事業 

不妊治療を受ける夫婦が行う特定不妊治療に要する費用に対し、利府町特定   

不妊治療費助成金を助成することにより、当該夫婦の経済的負担の軽減を図る。 

令和５年度助成状況 ２件 

 

ク 離乳食教室 

離乳食及び保育に関して健康教育を行い、健全な発育を支援する。 

 令和５年度 実施回数 ４回 参加組数 ３０組 
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ケ 親子相談  

産婦や乳幼児の親子、子育て中の保護者等が来所し、健康相談や育児相談等を  

行い、妊娠期から育児期の不安解消を図る。 

 令和５年度 実施回数 １２回 延人数１２３人 

 

コ 妊婦の健康相談  

妊娠中の悩みや出産に向けた不安解消のため、助産師、保健師、管理栄養士、

歯科衛生士等が相談に応じる。 

 令和５年度 妊婦面接 実施者数 ２４７人 

 

サ 離乳食ミニ講座  

離乳食初期の時期の健康教育を行い、保護者の育児不安の解消及び乳児の健

全な発育を支援する。 

   

シ プレパパ・プレママひろば 

出産後の育児について両親で学ぶことにより、妊娠・出産・育児の不安を解消 

し、自信を持てるよう支援する。 

 令和５年度 実施回数 ６回 参加者数 ２７組 ４８人 

 

ス ママパパこころの相談事業 

妊婦や子育て期の保護者の育児ストレスや子育ての悩み等に、心理士が個別

相談を行い、不安解消を図る。 

 

⑤子育て支援事業 

ア 子育て応援事業  

乳児を養育する保護者の子育てを応援するため、子育てに必要なベビー用品

（ベビーベッド及びベビーバス）の貸与を無償で行う。 

 令和５年度 ６件 

 

イ 地域子育て支援拠点事業 

家庭や地域における子育て機能の低下や子育て中の親の孤独感や不安感の増 

大等に対応するため、子育て親子の交流の場を提供し、交流の促進、相談、地

域の子育て関連情報の提供等を行う。 
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令和５年度子育て広場の利用実績 

 利用人数 講座 栄養相談 相談事業 

ぽかぽか ９６６人 ４１回 １２回 １０４回 

ありのみ ２，８２３人 ５１回 ５回 ２０１回 

 

ウ 出張子育て広場  

子育て中の保護者が不安を解消し、安心して喜びを感じながら育児ができる

よう支援するため、イオン内のモクイクひろばや地区に出向いて実施。  

 令和５年度 とふりん広場 ２６人 モクイクひろば ３３８人 

 

エ ファミリー・サポート・センター事業 

地域において子育て支援を受けたい人と支援を行いたい人の会員相互の連絡・

調整を行い、相互援助の推進を図る。 

（令和５年度実績は視察資料参考） 

 

オ 産後支援サービス体験事業 

ファミリー・サポート・センター事業の体験クーポンを交付し、産後支援サー

ビスとして利用することにより、保護者の育児負担の軽減を図るとともに、フ

ァミリー・サポート・センター事業の周知を行う。 

 令和５年度利用実績 １４人 

 

カ 出前講座 いまどきの子育て（講話と遊びの紹介） 

 

 

（５）子ども家庭センター 親子保健係 

 

①疾病予防業務 

ア 定期予防接種（子ども） 

予防接種法に基づき、伝染の恐れがある疾病の発生及び蔓延を予防する。 

 

イ 予防接種事故対策委員会 

予防接種業務の円滑な推進を図り、業務遂行に関連して発生した事故につい

て審議する。 
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ウ 予防接種費用助成補助事業 

町が実施する予防接種に対して、受けやすい環境整備を図るため、指定医療機    

関以外で予防接種の費用を負担した者に対し、その費用について助成する。 

 

②母子保健業務 

ア 乳児健康診査  

乳児の発達や発育の確認とともに乳児の異常の早期発見に努め、保護者に適

切な保健・栄養指導を行い健全な育成を支援するため、３か月から４か月の乳児

及びその保護者を対象として実施する。 

 令和５年度 対象者 ２３１人 受診者 ２２４人 受診率９７．０％ 

 

イ １歳６か月児健康診査 

歩行開始、発語など成長のめざましい時期の発達を確認するとともに、保育者 

の育児不安の解消を支援し、育児に関する指導を併せて行い、幼児の健康の保持 

及び増進を図る。 

 令和５年度 対象者 ２４３人 受診者 ２３７人 受診率９７．５％ 

 

ウ ２歳６か月児歯科検診 

１歳６か月から３歳までの間に虫歯保有率者が急増するため、２歳５か月か

ら２歳６か月の時期に歯科検診及び保健指導を行うことにより、乳歯の虫歯予

防を推進する。 

令和５年度 対象者 ２５２人 受診者 ２４４人 受診率９６．８％ 

 

エ ３歳児健康診査  

健康診査を行い、視覚、聴覚、運動、発達等の心身障害、その他の疾病及び異 

常を早期に発見し、生活習慣、その他育児に関する指導を行い、幼児の健康保

持及び増進を図る。 

令和５年度 対象者 ３０４人 受診者 ３０２人 受診率９９．３％ 

 

オ 乳幼児発達相談支援事業 

身体や精神に障害や発達の遅れが疑われる等の乳幼児とその保護者を対象に、

専門職による発達及び育児相談を実施するともに、小集団による遊びの提供を

通して、子どもの発達等の支援と保護者等の育児支援を行う。（森の相談室・コ

アラ教室） 
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令和５年度 相談事業 

 全相談件数 心理相談 言語相談 作業療法士相談 

実施回数  ３５回 ２４回 ８回 

実人数 １１６人 ６９人 ３６人 １１人 

延人数 １４０人 ７０人 ５６人 １２人 

  発達支援事業（教室）実施回数 １７回 実人数 １２人 延人数 ７０人 

 

カ 幼児精神発達精密健康診査事業 

乳幼児健康診査の結果、より精密に健康診査を行う必要があると認められる

乳幼児に対し、精神発達精密健康診査を実施することにより、心身の健全な発育

に障害をもたらす恐れのある疾病、障害を早期に発見し、適切な指導を行い、幼

児の健康の保持増進を図る。 

  令和５年度 実施回数 ８回 実人数 １２人 延人数 １２人 
 

③子育て世代包括支援センター業務 

母子保健や育児に関する様々な悩み等に円滑に対応するため、妊娠期から子育

て期にわたるまでの切れ目のない支援を行う。 

 

ア 母子健康手帳交付及び妊婦面接 

妊婦面接により正しい知識を得て、不安なく希望を持って出産・育児に臨める

よう支援する。 

 令和５年度 母子手帳交付数 ２２２冊 妊婦面接 ２４７人 
 

イ 妊産婦及び新生児訪問事業 

助産師等が訪問し、新生児の健全な発育を助け、母親の育児不安の解消に努め

ることにより、妊娠期から新生児期の母子が健康で豊かな生活が送れるように

支援する。 

令和５年度 妊産婦及び新生児訪問数 

 

 

 

 

 

 

 実人数 延べ人数 

新生児 ２１０人 ２１３人 

妊産婦 ２０８人 ２０８人 

※双子２組 
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ウ 母子健康手帳サービス（母子健康手帳アプリ） 

スマートフォン等で町からの通知を月齢・年齢にあわせてタイムリーに受信

し、「電子母子手帳機能」「予防接種ＡＩ スケジューラー」等で子育て家庭を支

援する。 

 

エ 出産・子育て応援事業 

妊娠期から出産・子育てまで一貫して相談に応じ、様々なニーズに即した必

要な支援につなぐ伴走型相談支援と、子育て家庭への経済的支援（出産・応援

ギフト）を一体的に実施し、安心して出産・子育てができる環境整備を図る。 

令和５年度実績 

伴走型相談支援事業  対象者 ６４０人 面談 ４５１人 

出産子育て応援給付金事業 ４５７件 支給金額 ２２，８５０，０００円 

 

 

２ ファミリー・サポート・センター事業の運営状況の視察 

 

町では、地域において子育てを互いに支えあう環境づくりを推進し、町民が安 

 心して子育てができる地域社会を構築するため、子育てに関する町民相互の支

援活動を組織化し、地域全体で子育て支援を行う「ファミリー・サポート・セン

ター事業」を利府町社会福祉協議会に委託し実施している。委員会の調査テーマ

に基づき、事業の内容を調査した。 

 

（１） 運営状況 

 

〇年度末 総会員数 

内       訳 令和５年度 令和４年度 令和３年度 

総会員数 利用会員 １５５人 １６３人 １４９人 

協力会員 ５８人 ６０人 ５６人 

両方会員 ２７人 ２７人 ２４人 

計 ２４０人 ２５０人 ２２９人 
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〇事業内容 

① 会員の募集、登録等に関する業務 

ア 事務局での随時入会説明会の実施：２７人 

イ 会員募集の周知 

・医療機関、町内店舗、児童関係施設、子育て支援サークル、イベント参加 

 者に対し、リーフレットの配布（設置依頼）、PR を実施 

・「町広報紙」「社協だより」「ホームページ」を活用し、講習会のお知ら 

 せ等を周知 

 

〇新規 入会申請登録者数（会員証発行済） 

内  訳 令和４年度 令和３年度 

利用会員 ２６人 １１人 

協力会員 ４人 ２人 

両方会員 ４人 ２人 

計 ３４人 １５人 

 

② 会員の研修及び支援活動に係る指導に関する業務 

 

ア 協力会員の基礎講習会の実施：年３回（延べ１２人） 

子どもと関わる際に必要な知識を習得するための講習会 

 

月 日 内 容 講 師 

① ５月２６日（木） 

② １０月６日（木） 

③ １月２６日（木） 

子ども・子育てを取り巻く環境 事業管理者 

子どもの健康管理 保健師 

子どもの発達と保育の心   管理栄養士・保育士 

子どもの遊び 幼稚園教諭 

 

 

 

 

 

 

※今年度登録の協力会員で有資格者 

保育士・・・０人 

放課後児童支援員・・・０人 
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イ ステップアップ講習のスキルアップや資質向上を図るため、ステッ 

プアップ講習を開催 

 

月日 講座項目 講師 参加人数 

６月９日(木) 学童期の心の理解と接し方 
NPO せんだい子どもの丘理

事長 平山乾悦氏 
７人 

９月２１日(水) 子どもの病気と症状 
院長 高田修氏 

たかだこども医院 
８人 

１０月１３日(木) 子どもの事故と応急手当 利府消防署員 ７人 

１１月２４日(木) 
保護者とのコミュニケーショ

ンの取り方 

東北コミュニケーション

研究所 

所長 高橋利夫氏 

１０人 

合計参加人数 ３２人 

 

②  会員同士の交流に関する業務 

 

ア 「会員交流会」の実施、「子育て広場十符っ子」との合同イベントとして 

 実施 

開催日時：令和５年１月２１日（土）【午前の部】10:00～11:30 

【午後の部】13:30～15:00 

内容：①大切な家族との記念撮影  

②世界に１つの「フォトフレーム」製作” 

撮った写真を飾りましょう 

③職員によるお楽しみ出し物、他 

・午前の部５組（大人８名・子ども６名）、午後の部３組（大人５名・ 

 子ども５名）、合計８組（大人 １３名・子ども １１名）の参加。ア  

ットホームな雰囲気の中、楽しく終えることができた。 

・協力会員２名、両方会員１名の方に、制作時の補助や乳児のお世話等 

に携わっていただいた。 
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イ 「協力会員・両方会員のつどい」の実施 年２回を予定（延べ２２人） 

月 日 講座項目 講 師 

 ７月２０日(水) 

１２月１４日(水) 

「幼児期の食事について考える」

簡単・美味しいおやつ作り 
橋本いく子氏 

  

 

④ 支援活動について 

 

支援活動件数 

支 援 活 動 の 内 容 令和４年度 令和３年度 

保育所・幼稚園登園前の預かり及び送り １件 ０件 

保育所・幼稚園の迎え及び帰宅後の預かり １件 ３２件 

保育所・幼稚園の帰後の預かり ０件 ０件 

学童保育前の預かり及び送り ４９件 ６５件 

学童の放課後の預かり ０件 ０件 

学童保育の迎え及び帰宅後の預かり（小学校へお迎え含む） ５４件 ５件 

習い事の迎え及びその後の預かり ４件 ２件 

保育施設・学校・学童保育から自宅までの送迎 ３件 １９３件 

子ども習い事等の場合の支援（施設への送迎） ５４件 ８１件 

保育所・学校等休み事の支援 ０件 ０件 

保育所等施設入所前の支援 ０件 ０件 

保護者等の短時間・臨時的就労の場合の支援 ５８件 ２８件 

保護者等の求職活動中の支援 ０件 ０件 

保護者等の冠婚葬祭により外出、他の子どもの学校行事の場合の支援 ２件 １件 

保護者等の外出の場合の支援 １３件 ２２件 

保護者等の病気、その他休養の場合の支援 ７件 ２３件 

その他（前日キャンセル） １件 １３件 

合  計 ２４７件 ４６５件 

合 計（キャンセル除く） ２４６件 ４５２件 
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・昨年度より継続してコロナの影響はあったものの、学童保育前の預かり及び送 

 り、学童保育の迎え及び帰宅後の預かり、子ども習い事等の場合の支援、保護 

 者等の短時間・臨時的就労の場合の支援が多い。保育施設・学校・学童保育か 

 ら自宅までの送迎が減少した。年間の活動件数は２４６件（前年度４５２件）  

で、前年度に対して２０６件の減（４５．６%減）となった。 

・核家族が主な利用となっており、「万が一に備えて心のよりどころ」を求める 

 内容が多かった。 

・家事支援については、「シルバー人材センター」や「みやぎ開業助産師」等 

のパンフレットで情報提供をするとともに、利用会員とその機関の取次ぎを行 

い、安心して過ごせるように対応した。 

 

⑤事前打合せについて 

 

アドバイザー同席により利用会員と協力会員の支援活動がスムーズに行える 

 よう助言しながら、事前打合せを行った。合計：２４件 

（参考資料） 
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（２）ファミリー・サポート・センター事業を視察しての委員会の所見 

 

・支援が足りない部分をアンケートなどで調べる必要がある。 

・子どもの家ではなく協力会員の家で預かることに不安があると感じるため利

用者の声を確認したい。 

・利用者を増やすためには、利用しやすさをもっとアピールする必要がある。 

・利用申し込みができるアプリを検討する必要がある。 

・新生児を持つ保護者への支援体制を整えるための講習会等の開催が必要。 

・マッチングがうまくいっていない声を聞いている。解消策を検討する必要が 

ある。 

 ・子どもを預かる場所の検討が必要である。先進自治体では子育て広場などを活 

  用している。 
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全学年給食費無料とか 

３ 町内の子育て世代の声 

（１）「ゆるっとナチュラル育児の会」令和５年度アンケートより 
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（２）子育て世代の声を聴く（座談会 ゆるっとナチュラル育児の会）  

 育児サークル「ゆるっとナチュラル育児の会」からファミリー・サポート・セ

ンター事業や町の子育て支援事業への意見や要望を聞き取り調査した。 

   

①ファミリー・サポート・センター事業への意見 

・協力会員の略歴などの情報をもっと知りたい   

・登録をオンラインでできるようにしてほしい   

・産後支援サービスクーポンの復活   

・新生児を預けられる体制の整備   

 

②子育て支援策への意見   

・産後ヘルパーサービスの導入   

・子育ての講演会などは土日に開催してほしい   

・インフルエンザ、おたふくかぜの予防接種に助成してほしい   

・子育て関係の窓口をワンストップでできるように  

  

 

５ 「課題」及び「意見」（提言） 

 町内で活動している子育てサークル「ゆるっとナチュラル育児の会」が町の子

育て支援への要望アンケートを行った結果によると、相談体制の充実や産後支援、

遊び場の充実など、さらなる子育て支援策の必要性が出てきた。実際に子育て世代

利用者の声を聞いてみると、既存の子育て支援策と子育て世代が求める支援策と

のギャップが浮き彫りになった。また、委員会で視察した「ファミリー・サポート・

センター事業」についても各委員の意見にもあるように、利用者のニーズに沿った

内容の運営体制へアップデートを図る必要が認められた。先進自治体の取り組み

を参考にすべく、栃木県壬生町と埼玉県三芳町を視察調査し、本町でも採用を考え

るべき取り組みがいくつかあった。それらを受けて以下の通り、課題を踏まえ提言

する。 
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（１）子育て支援施策に関する課題と提言 

 

①産後ヘルパーサービスの導入 

課題：現在、産後支援の制度が限定的であり、民間サービスは高額で利用しづらい。

利府町では、子育て世帯への個別支援や相談体制の整備に力を入れており、子ども

家庭センターとの連携も進めているが、産後特化型の支援については、さらなる制

度化が期待される。 

提言：家事・育児支援を担う産後ヘルパー制度を創設し、産後の孤立・負担感の軽

減。その利用料に関しても補助制度の検討を望む。 

 

②子育て支援窓口のワンストップ化 

課題：利府町では「子育て応援ガイド」など情報整理に努めている。しかし、利用

者から窓口に迷うとの声があり、物理的・制度的な一元化にはさらなる工夫が必

要。 

提言：相談・申請・情報提供を一元的に担う窓口を整備し、利用者の負担軽減と支

援の効率化を図るべきである。 

  

③ 相談体制の充実 

課題：電話相談や訪問支援などが定着する一方、ＩＣＴ活用によるオンライン相談

の導入が遅れている。また、既存施設の相談機能が十分に活用されるような、スペ

ースや人員確保などの工夫が必要。さらに、子ども家庭センターや子育て広場、児

童館との連携が図られているが、取り組みの広報強化が求められる。加えて、育児

不安などへのきめ細やかな対応には、各種専門職との連携が鍵となる。 

提言： 

・町独自のＬＩＮＥやチャット、メール・チャットボットを活用したオンライン相

談の導入 

・児童館や保健福祉センターなどの相談コーナーの利用促進 

・各施設の取り組みの広報強化  

・公認心理士などによる専門的な相談体制の整備 

 

④ 給食費無料化 

課題：利府町では、子育て世帯の経済的負担を軽減するための施策に取り組んでい

る。その中で小中学校全学年の給食費無料化を求める声が子育て世代から多く寄
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せられている。こうした支援を持続可能な形で実現するためには、安定した財政設

計が大きな課題である。 

提言：財源を確保し、国の施策に先駆けて小中学校全学年の給食費無料化を図る。 

 

⑤ 講演会・イベントの開催日時の工夫 

課題：平日開催が中心で、参加者層が偏りがち。利府町では子育て広場や児童館が 

多様なイベントを企画しているが、開催日時の柔軟性には今後の工夫が求められる。 

提言：子育て講演会や交流イベントは土日開催を基本とし、共働き世帯の参加機会

を確保する必要がある。 

 

⑥予防接種への助成制度の検討 

課題：任意接種に対する助成がなく、経済的理由で接種を控える家庭もある。利府

町では定期接種の周知や接種率向上に向けた啓発活動を継続しており、保健福祉

センターが対応しているが、任意接種への支援は今後の検討課題である。 

提言：インフルエンザ・おたふくかぜ等の予防接種費用に対する助成制度が求めら

れる。 

 

（２）ファミリー・サポート・センター事業に関する課題と提言 

①協力会員情報の開示 

課題：情報開示に対する協力会員の不安やプライバシー配慮が必要。信頼関係の構

築のため、会員向け研修や面談を行っているが、情報の公開に関しては工夫が必要

である。 

提言：略歴・資格・得意分野などを協力会員の承諾を得られる範囲において紹介す

る。 

 

②登録・申込のオンライン化 

課題：現行は紙ベース中心で、若年層の利用が進まない。利府町ではＩＣＴ活用に

前向きな姿勢を示しており、ＨＰの情報発信も充実してきているが、申請手続きの

デジタル化にはさらなる推進が必要である。 

提言：ＷｅｂフォームやＱＲコードによる登録・依頼申込を可能にすべきである。 
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③産後支援クーポン制度の復活 

課題：過去の制度終了後、代替支援がなく、ニーズに応えられていない。利府町で

は産後支援の重要性を認識し、他施策との連携を模索しているが、クーポン制度の

復活には財源と運用体制の再構築が必要である。 

提言：家事・育児支援サービスへの利用を想定したクーポン制度を再検討。同時に

受け入れ体制も再確認が必要。 

 

④新生児対応体制の整備 

課題：新生児対応への不安や責任の重さから協力会員の対応が難しい。利府町では

保育士との連携を強化しており、安心安全な支援体制づくりに努力しているが、新

生児特化型の支援には専門職とのさらなる連携が求められる。 

提言：保育士・助産師等との連携による新生児預かり体制の構築。 

 

⑤アドバイザー体制の充実 

課題：現在は事務的対応が中心で、専門的支援が不足。利府町では職員の研修体制

を整備し、支援の質向上に努めているが、専門職の常設配置には人材確保と予算措

置が必要である。 

提言：保育士等の専門職を配置し、相談・研修・マッチング支援を一元的に担う。 

 

⑥報酬体系の見直し 

課題：一律報酬では協力会員の負担が大きく、継続的な参加が難しい。報酬体系の

見直しが必要である。 

提言：時間外・送迎・兄弟対応などの対応時間や加算制度を見直す。 

 

⑦ＰＲ活動の推進 

課題：入会説明会や交流会は実施されているが、町民への認知度は十分とは言え

ず、利用促進につながっていない。 

提言：健診時に事業の PR を行う。 

 

⑧周辺自治体との連携 

課題：利府町は都市部に近接しており、隣接自治体との往来が非常に多い。今後、 

関係人口の力を活かし、広域的な支援体制の強化を図るべきである。 

提言：周辺自治体と連携し、共通の利用方法やサービス体系を構築することで利便 

性と選択肢を広げ、より柔軟で持続可能な支援体制の確立を求める。 
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                           調査報告（参考資料） 

 

先進地視察 

令和７年７月８・９日、栃木県壬生町と埼玉県三芳町を訪問し、子育て支援の取

り組みについて伺った。 

 

ファミリー・サポート・センター事業の取り組み状況 

両町ともに、育児の相互援助を目的とした会員組織であり、依頼会員（育児支援を

受けたい人）、協力会員（育児支援を行いたい人）、両方会員（両方を兼ねる人）で

構成されている。 

地域 依頼会員 協力会員 両方会員 備考 

壬生町 ４６９人 ４４人 ２４人 令和６年度末 

三芳町 ２７５人 ８９人 １７人 令和６年度 

 

 

栃木県壬生町の概要 

（1）人 口：約３８，０００人 

（2）世帯数：約１６，０００世帯 

（3）面 積：約６１．０６㎢ 

（4）財政規模：約１７０億円（令和７年度一般会計予算） 

（5）位置と地勢： 

壬生町は栃木県の南部に位置し、県庁所在地・宇都宮市の南西に隣接している。町

域はほぼ平坦で、田園地帯が広がる自然豊かな地域である。町の中央を思川が流

れ、周辺には農地や住宅地が点在している。交通面では、東武宇都宮線が町内を通

り、壬生駅を中心に生活圏が形成されている。北関東自動車道や国道も近く、県内

外へのアクセスも良好。歴史的には壬生藩の城下町として栄え、現在も文化財や観

光資源が多く残る地域である。 

 

新たな事業の必要性 

（１）子育て支援サークルへの助成 

・子育て支援センターにおいて、保育士アドバイザーが子育て相談を受けながら、

依頼会員・協力会員の橋渡しを実施 
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・旧公立保育園を活用し、保育士資格を持つ職員６名と町職員２名で運営 

・子育て支援の拠点として、地域の親子が安心して交流・相談できる環境を整備 

 

（２）相談体制をさらに充実させる 

・子育て支援センターにて、保育士アドバイザーが子育て相談を実施 

・会員面接やマッチング時の人物紹介なども含め、きめ細かな対応を行っている 

 

ファミリー・サポート・センター事業 

会員構成（令和６年度末） 

（１）事業のＰＲ 

・会員構成において依頼会員が多く、協力会員の確保が課題 

・町広報誌やＨＰを活用して事業の周知を行っている 

 

（２）アドバイザーの充実 

・子育て支援センターにて保育士アドバイザーが面接・相談・マッチングを担当 

・利用者と会員の間の調整を担い、安心して活動できる体制を整備 

 

（３）報酬の見直し 

・月〜金 ７：００〜１９：００：１時間７００円 

・土日祝・時間外・軽度病気以外の預かり：１時間８００円 

・送迎車代：町内２００円／町外３００円 

・同一世帯２人目以降：半額 

・宿泊は行わない 

 

（４）申し込みのデジタル化 

・ＱＲコードによる申し込みが可能 

・ただし、電話申し込みが主流であり、デジタル化の活用は限定的 

 

（５）新生児を預かる際の体制整備 

・産後の妊産婦支援として、育児が困難な時の預かりを実施 

・発達障害など特性児の預かり対応については課題として認識 
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埼玉県三芳町の概要 

（1）人 口：約３８，０００人 

（2）世帯数：約１５，０００世帯 

（3）面 積：約１５．３３㎢ 

（4）財政規模：約１８５億円（令和７年度一般会計予算） 

（5）位置と地勢： 

三芳町は埼玉県南西部、入間郡に属し、所沢市・ふじみ野市・富士見市に囲まれた

都市近郊の町である。首都圏に近接しながらも、町内には農地や緑地が多く残され

ており、都市と自然が調和した環境が特徴。地勢はほぼ平坦で、住宅地と農業地が

混在している。町内には関越自動車道や国道２５４号が通り、交通アクセスも良

好。通勤・通学圏としての利便性が高く、都心へのアクセスも容易である。近年は

子どもの権利に関する条例が策定されるなど、子育て支援や環境保全に力を入れ

ており、住みやすさが評価されている。 

 

新たな事業の必要性 

（１）産後ドゥーラ事業の導入 

・妊娠期から子育て期まで安心して出産・育児ができるよう、ドゥーラ等による民

間事業所の家事援助・育児支援サービスを導入 

・自己負担額の一部を一般財源から補助する制度を実施。利用者数も増加傾向に

ある 

・補助金額は 1時間につき２，０００円。通常は最大 35 時間、多胎児や低出生体

重児の場合は最大７０時間まで補助 

・町の広報やホームページ、事業案内の全戸配布などを通じて積極的に周知 

 

（２）緊急サポート体制構築を県へ要望 

・埼玉県の「緊急サポートセンター埼玉」と連携し、病児・病後児の一時保育、宿

泊を伴う保育、緊急の一時預かりなどに対応 

・ファミリーサポート事業とは別枠で、県レベルの支援体制が整備されている 

 

（３）相談体制をさらに充実させる 

・ファミサポアドバイザーが会員登録時に説明を行い、養成講座を通じて制度理

解を促進 

・提供会員の登録には講座受講が必須で、相談対応力の向上にもつながっている 
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ファミリー・サポート・センター事業 

 

（１）事業のＰＲ 

・「お試し預かり」制度を導入し、令和７年度は月１回・計１１回実施予定 

・広報誌、ＨＰ、ポスター、会報誌、Ｆａｃｅｂｏｏｋなど多様な媒体でＰＲ 

・認知度向上と利用促進につながっている 

 

（２）アドバイザーの充実 

・ファミサポアドバイザーが養成講座の運営や会員登録手続きを担う 

・提供会員の登録にはアドバイザーによる説明が行われる 

 

（３）報酬の見直し 

報酬体系： 

・月〜金 ６：００〜２２：００ １時間７００円 

・土日祝・年末年始 １時間８００円 

・時間外（６：００〜７：００・１９：００〜２２：００）３０分ごとに＋５０円 

・同一世帯２人目以降：半額 

 

（４）申し込みのデジタル化 

・ＨＰやＳＮＳ（Ｆａｃｅｂｏｏｋなど）を活用して事業のＰＲと申し込み促進を

実施 

 

（５）新生児を預かる際の体制整備 

・生後６か月から小学校６年生までの児童を対象に預かりを実施 

・病児・病後児緊急サポート事業を実施し、宿泊を伴う保育も対応 

 

（６）講習の充実 

・養成講座・救命講習・フォローアップ講座を年数回開催 

・提供会員登録には講座受講が必須 

・ファミサポ事業への理解と安全対応力の向上を図っている 

 

（７）周辺自治体との連携 

・富士見市、ふじみ野市との「２市１町」による広域連携を実施 
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・３自治体間でファミリー・サポート・センター事業の相互利用が可能 

・利用料金や運用ルールは各市町で異なるため、利用者はそれぞれのセンターの

要項に従う必要がある 

・町外に勤務している保護者や、子どもの習い事などで他市町に通う家庭にとっ

て、柔軟な支援が受けられる 

・地域を越えた支援体制により、利便性と選択肢が広がる 

 

考察 

（１）子育て支援の新たな事業の必要性について 

両町の取り組みから、子育て支援の「すき間」を埋める新たな事業の必要性が明確

になった。特に産後の母親支援、地域とのつながりの強化、緊急時対応、相談体制

の充実といった分野で、制度化していくことが必要である。 

・産後ドゥーラ事業は、産後の家事・育児負担を軽減し、孤立感や産後うつの予防

に寄与する有効な支援策であり、経済的補助と情報提供を組み合わせた制度設計

が求められる。 

・子育て支援サークルへの助成は、地域の親子が安心して交流できる場を支える

もので、孤立防止と地域力の向上に直結する。 

・緊急サポート体制の構築は、病児・病後児や夜間・宿泊対応など、家庭の急変に

対応するために不可欠であり、県との連携による広域的な支援体制が必要。 

・相談体制の強化は、アドバイザーによる継続的なフォローや制度理解の促進を

通じて、利用者の安心感と支援の質を高める鍵となる。 

 

これらの事業は、子育て世代の多様なライフスタイルや不安に寄り添うものであ

り、本町においても導入・拡充の検討が急務である。 

 

（２）ファミリー・サポート・センター事業の取り組みについて 

ファミサポ事業は、地域住民同士の相互援助によって子育てを支える仕組みであ

るが、両町の視察からは、制度の運営面における課題と改善の方向性が見えてき

た。 

・会員構成の偏り（依頼会員が多く、協力会員が不足）により、マッチングの困難

さが生じており、協力会員の量と質の向上が喫緊の課題。 

・事業のＰＲでは、広報媒体の多様化や「お試し預かり」制度の導入が認知度向上

と利用促進に効果的であり、利用者の不安軽減にもつながる。 
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・アドバイザーの充実は、会員間の調整や相談支援の質を高めるために不可欠で

あり、保育士資格や子育て支援経験を持つ人材の活用が望まれる。 

・報酬体系の見直しは、活動時間帯や内容に応じた柔軟な設定が協力会員の負担

軽減と継続的な参加につながる。 

・申し込みのデジタル化は、若年層や共働き世帯の利便性向上に寄与し、利用促進

の鍵となる。 

・新生児対応や特性児支援には、研修や体制整備が必要であり、対象年齢や支援範

囲の明確化が求められる。 

・講習の充実は、提供会員の安全対応力と制度理解を深めるために重要であり、継

続的なフォローアップ体制の構築が望まれる。 

・周辺自治体との連携は関係人口や協力会員増加の推進策として検討すべきであ

る。 

 

これらの視点を踏まえ、ファミサポ事業の運営体制を見直すことで、より持続可能

で安心できる地域支援の仕組みが構築できると考えられる。 

 

 


